
令和８年度 企業従業員と家族の歯科健診受診促進支援事業 募集要項

兵庫県では、働き盛り世代の歯及び口腔の健康づくりを促進し、従業員及び

被扶養者の健康づくりに取り組む事業所を支援するため、歯科健診を受診した

場合、その費用の一部を補助します。

１．補助対象となる事業所((1)または(2)に該当する事業所)

（１）「兵庫県健康づくりチャレンジ企業」に登録されている企業

または

（２）中小企業（常時雇用する従業員が 100 人以下のもの）

２．補助の概要

(１) 対象となる経費

ア 従業員等が個別に歯科医療機関で自費診療による歯科健診を受診し

た際の健診費用の自己負担額のうち事業所が負担した額

イ 事業所に歯科医師や歯科衛生士が出向く事業所歯科健診等を実施し

た際に要した費用（1 事業所あたり 1 回限りとする）

※いずれも、健康保険が適用されたもの、法律により義務づけられた歯科

健診及び治療中の方の受診費用は補助対象外となります。

※ア、イ併用不可

(２) 補助金額

ア 個別歯科健診における事業所からの助成額相当額から本事業以外の助

成額を除いた額

イ 事業所歯科健診における実費相当額から本事業以外の助成額を除いた

額

※いずれも上限２千円／人かつ上限 100 千円／事業所

(３) 補助対象となる受診期間

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までに受診されたもの

［例１］歯科医療機関で従業員が健診費用 3,000 円を窓口で支払い、事業所が従業員

に 3,000 円を助成した場合

→県補助額は 2,000 円

［例２］歯科医療機関で従業員が健診費用 3,000 円を窓口で支払い、事業所が従業員

に 3,000 円を助成したうち、他の助成制度で 2,000 円の補助を受ける場合

→県補助額は 1,000 円（3,000 円－2,000 円）

［例３］事業所歯科健診を従業員 30 名が受診し、100,000 円を派遣費用として歯科医

療機関・健診機関に支払い、他の助成がない場合

→県補助額は 60,000 円（2,000 円×30 名＝60,000 円＜100,000 円）

［例４］事業所歯科健診を従業員 60 名が受診し、100,000 円を派遣費用として歯科医

療機関・健診機関に支払い、他の助成がない場合

→県補助額は 100,000 円（2,000 円×60 名＝120,000 円＞100,000 円）



(４) 補助対象となる歯科健診

ア 医療保険の対象とならない歯科健診(自費診療によるもの)

健康保険が適用される歯科健診や、治療(歯石除去を含む)は対象となり

ません。

※健診として予約しても、健康保険が適用されたものは対象になりません。

※受診予約の際に、自費診療の歯科健康診査を希望する旨伝えていただき、

事前に料金を確認のうえ、来院時には、必要に応じて、別添１「歯科健

康診査受診時のお願い」をご持参ください。

イ 歯科医療機関や健診機関での健診

人間ドックのなかに歯科健診が含まれる場合も対象になります。

ウ 事業所において、日時、場所を決め、従業員やその被扶養者を集めて実

施する集団健診

事業所が歯科医師や歯科衛生士の派遣を受けて実施する健診

※1 事業所あたり 1 回限りとし、過去に事業所歯科健診への補助を受けた

事業所は対象になりません。

※派遣を受けた歯科医療機関に支払う費用のみが対象経費となり、事業

所が支出した会場使用料や消耗品費等の費用は対象になりません。

３．補助金の申請等手続き

（１）補助金交付申請書類の提出

ア 提出書類

(ｱ)補助金交付申請書 様式第１号

(ｲ)収支予算書 別記

(ｳ)誓約書 様式第１号の２

(ｴ)企業従業員と家族の歯科健診受診促進支援事業実施計画書（別紙１）

(ｵ)債権者登録書（既に県に口座登録されている場合は不要）

イ 受付期間

令和８年 11 月 30 日（月）まで＜必着＞

※予算の上限に達した時点で、受付期間内であっても募集を終了いた

します。

ウ 提出方法

メールで下記担当宛送付ください。

エ 留意事項

受診人数の申請については、従業員数をそのまま記載するのではなく、

必ず事前に事業所内において希望者を募っていただき、申込みがあった人

数としてください。

様式等は兵庫県ホームページからダウンロードできます。

⇒「令和８年度企業従業員と家族の歯科健診受診促進支援事業」

URL: https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/r6shikakenshinhojyo2.html

（２）補助金交付決定通知書の送付

県は申請に基づき補助金の交付決定を行いますが、予算の都合により、

申請いただいた額から減額して交付決定を行うことがあります。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/r6shikakenshinhojyo2.html


また、交付する補助金の額は、交付決定の額が上限となりますのでご注

意ください。

（３）補助事業実績報告書の提出

ア 提出書類

(ｱ)補助事業実績報告書 様式第８号

(ｲ)収支決算書 別記

(ｳ)企業従業員と家族の歯科健診受診促進支援事業実績報告書（別紙２）

イ 提出期限

事業完了後 30 日以内(事業完了が令和９年３月 10 日以後のものは令和９

年４月９日（金）)＜必着＞

ウ 提出方法

下記アドレスあてに電子メールで提出

Ｅメール：Rina_Fukuhara@pref.hyogo.lg.jp

エ 留意事項

実績報告に、領収書の添付は不要とします。

ただし、補助対象となる経費の内容が把握できるよう、領収書（事業所

が費用を負担したことが分かる領収書）の保管及び受診者氏名、受診年月

日、受診機関名、受診場所、受診者負担額を記載した「歯科健診受診者台

帳」（別添２参照）を作成のうえ、当該事業終了後、５年間保存をお願い

します。

後日、県から補助事業の確認のため、提出をお願いすることがあります。

また、交付申請時より健診受診者数に変更が生じる場合（実績見込みが

ない場合を含む）は、速やかに県担当者まで報告してください。

実績がない場合も、実績報告書の提出が必要となります。

歯科健診実施後の交付申請となる場合、交付決定通知書受領後、速やか

に実績報告書を提出してください。

（４）補助金額確定通知書の送付

実績報告書の内容を確認した後、県より補助金額確定通知書を送付しま

す。

※ 確定した金額が交付決定額と同額であるときは、補助金額確定通知書

の送付は省略させていただきます。

（５）補助金請求書の提出

補助金額確定通知書を受け取った後、（若しくは補助額確定の連絡があっ

た後）補助金請求書（様式第 10 号）を提出してください。

（６）補助金の支払い

補助金請求書の受理後、指定された金融機関の口座に補助金を振り込み

ます。



４．補助金申請書類等の提出先（担当者）

《参考》補助金申請等の流れ（個別歯科健診の場合）

・補助申請

・受診

・健診費支払

・交付決定

・実績報告

・領収書提出 ・領収書

［事業完了後 30 日以内

遅くても令和９年 4/９〆］

・確定通知

・補助金支払

・助成金支払

［令和９年 5 月］
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［随時］

兵庫県保健医療部健康増進課健康政策班

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10 番１号 １号館５階

ＴＥＬ：０７８－３６２－９１２７〔担当：福原〕

ＦＡＸ：０７８－３６２－３９１３

Ｅメール : Rina_Fukuhara@pref.hyogo.lg.jp


